
 

 

 

 

 

               

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

専門家の視点からお宅をチェック！ 

 

 

杉並区危機管理対策課 安全パトロール隊 

０３－５３０７－０３１７（直通） 

 

 

 申込み・問合せ  

 

 

防犯診断って何？ 
 

区職員が皆様のお宅に訪問し、家の構造や施錠・

防犯設備の状況など防犯上の 

問題点を診断し、これに基づく防犯上のアドバイ

スを行うものです。 

特に空き巣の被害防止対策を進める上で効果があ

ると考えています。 

 

誰が診断するの？ 
  

安全パトロール隊員（制服・制帽着用）が 

２人１組で訪問し、診断します。 

 

診断の方法は？ 
  

原則として、建物の外側から周辺の状況、建物の構造、ドアや窓の状況等を診断し、 

防犯上の問題点を診断します。 

室内への立ち入りは、居住者の承諾に基づいて行いますので、立入りに支障のある場所等につ

いては、お伺いした際、ご指示をお願いします。診断内容は保秘します。 

 

 


